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復
興
交
付
金
事
業
計
画
を
変
更
し
ま
し
た 

 

布
佐
東
部
地
区
の
復
興
事
業
を
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施

し
て
い
く
た
め
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
事
業
計
画
を
盛

り
込
ん
だ
復
興
交
付
金
事
業
計
画
を
作
成
し
、
第
四
回
提
出

期
限
の
十
月
十
七
日
ま
で
に
、
復
興
庁
に
提
出
し
ま
し
た
。 

現
在
、
復
興
庁
の
承
認
を
受
け
て
い
る
事
業
計
画
は
、
平

成
二
十
四
年
度
に
実
施
す
る
事
業
ま
で
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
に
実
施
す
る
事
業
の
承
認

を
受
け
、
国
の
財
政
支
援
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。 

変
更
し
た
復
興
交
付
金
事
業
計
画
の
主
な
内
容
は
、
次
の

通
り
で
す
。 

◎
小
規
模
住
宅
地
区
改
良
事
業 

・
改
良
住
宅
（
市
営
住
宅
）
の
建
設
（
連
続
住
宅
十
二
戸
） 

・
都
交
差
点
か
ら
利
根
川
堤
防
へ
の
歩
行
者
専
用
道
路
の

整
備
（
延
長
八
十
メ
ー
ト
ル
、
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
） 

◎
道
路
事
業
（
千
葉
県
実
施
分
） 

・
県
道
千
葉
竜
ヶ
崎
線
（
旧
タ
カ
ヨ
シ
前
交
差
点
～
都
交

差
点
間
：
延
長
二
百
四
十
メ
ー
ト
ル
）
の
歩
道
整
備
（
東

側
歩
道
を
四
メ
ー
ト
ル
に
拡
幅
） 

 ※
平
成
二
十
六
年
度
に
着
手
を
予
定
し
て
い
る
事
業
（
都
一

号
公
園
再
整
備
）
や
内
容
が
決
ま
っ
て
い
な
い
事
業
（
液

状
化
対
策
事
業
等
）
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
、
改
め
て

変
更
し
ま
す
。 

布
佐
東
部
地
区 

 

解
体
工
事
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す 

 

布
佐
東
部
地
区
で
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
、
被
災
家
屋

の
解
体
工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。 

布
佐
東
部
地
区
で
は
、
地
震
に
よ
り
使
用
が
困
難
と
な
っ

た
家
屋
が
約
五
十
棟
あ
り
、
来
年
三
月
末
を
目
標
に
解
体
工

事
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

工
事
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
を
最

小
限
に
留
め
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
・
ご

協
力
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
工
事
箇
所
周
辺
の
お
宅
に
は
、
工
事
着
手
前
に
個

別
に
ご
案
内
し
ま
す
。 

◎
工
事
の
概
要
（
そ
の
一
）
工
事 

・
解
体
工
事
に
着
手
で
き
る
と
思
わ
れ
る
住
宅
三
十
四
棟

の
解
体
工
事
を
（
そ
の
一
）
工
事
と
し
て
、(

株)

板
橋

建
設
に
発
注
し
ま
し
た
。 

・
工
事
は
、
十
一
月
初
め
か
ら
、
三
月
末
ま
で
、
順
次
行

っ
て
い
き
ま
す
。 

※
（
そ
の
二
）
工
事
に
つ
い
て
は
、
工
事
着
手
が

可
能
に
な
り
次
第
、
発
注
し
ま
す
。 

◎
建
物
を
解
体
す
る
方
へ
の
お
願
い 

・
建
物
に
残
っ
て
い
る
家
財
や
ゴ
ミ
は
出
来
る
だ
け
早
く

搬
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
等
の
停
止
手
続
き
は
、
事
前
に
個

人
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

・
建
物
の
解
体
に
先
立
ち
、
委
任
状
を
頂
き
ま
す
。
委
任

状
は
滅
失
登
記
に
も
使
用
し
ま
す
の
で
、
印
鑑
証
明
書

一
通
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。 

◎
既
に
建
物
を
解
体
さ
れ
た
被
災
者
に
対
す
る 

新
た
な
支
援
制
度
の
ご
案
内 

・
大
規
模
半
壊
以
上
の
被
害
を
受
け
た
方
で
、
既
に
被
災

建
物
の
解
体
を
行
わ
れ
た
方
を
対
象
に
、
個
人
で
ご
負

担
い
た
だ
い
て
い
る
解
体
費
の
助
成
を
行
い
ま
す
。 

・
対
象
と
な
る
方
に
は
、
十
一
月
以
降
、
個
別
に
通
知
し

ま
す
の
で
、
必
要
な
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

発
行
・
問
合
せ
先 

 
 

我
孫
子
市
役
所
布
佐
東
部
地
区
復
興
対
策
室 

（
住
所
）
我
孫
子
市
都
十
‐
一
（
国
道
３
５
６
号
都
交
差
点
脇
） 

（
電
話
）
０
４
‐
７
１
８
５
‐
２
４
６
２ 

筆
界
確
定
図
の
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す 

 

布
佐
東
部
地
区
の
内
、
都
並
び
に
都
と
同
じ
街
区
を
形
成
し
て

い
る
区
域
で
は
、
今
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
震
災
で
動
い
て

し
ま
っ
た
境
界
を
確
定
す
る
た
め
、「
境
界
再
確
定
測
量
」
を
行

い
ま
し
た
。 

対
策
室
で
は
、
「
境
界
再
確
定
測
量
」
で
決
定
し
た
境
界
点
か

ら
「
筆
界
確
定
図
」
を
作
成
し
、
九
月
中
旬
か
ら
十
一
月
末
ま
で

の
予
定
で
、
土
地
所
有
者
の
方
に
確
認
い
た
だ
く
作
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂
き
、
八
割
以
上

の
土
地
の
確
認
作
業
が
完
了
し
ま
し
た
が
、
確
認
を
頂
い
た
土
地

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
境
界
杭
や
境
界
標
の
設
置
を
行
い
、
登
記

事
項
の
修
正
に
向
け
た
手
続
き
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

な
お
、
今
回
、
確
定
で
き
な
か
っ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
未
確

定
地
と
し
て
処
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

本
作
業
終
了
後
は
、
未
確
定
地
の
確
定
測
量
や
更
正
登
記
等
の

費
用
は
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。 

  被
災
者
の
会
か
ら
の
お
知
ら
せ 

被
災
者
の
会
『
全
体
会
』
を
開
催
し
ま
す 

 

今
月
は
、
三
カ
月
に
一
度
の
定
例
全
体
会
議
が
開
催
さ
れ
る

月
で
す
。
復
興
に
向
け
て
の
情
報
交
換
や
意
見
交
換
を
予
定
し

て
い
ま
す
の
で
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。 

◎
日
時 

十
月
二
十
七
日
（
土
曜
日
） 

午
後
一
時
三
十
分
～
三
時
三
十
分 

◎
場
所 

近
隣
セ
ン
タ
ー
ふ
さ
の
風
ホ
ー
ル 

（
問
合
せ
）
☎
７
１
８
１
‐
６
２
１
１
（
藤
川
・
篠
﨑
） 
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